
高齢者虐待発見チェックリスト（案）  

虐待が疑われる場合の『サイ  ン』として、以下のものがあります。複数のものにあてはまると、  

疑いの度合いはより濃＜なってきます。これらはあ＜まで例示ですので、この他にも様々な『サ  

イン』．があること  しておいてください。  

《身体的虐待のサイン》  

チエツ  

ク欄   
サ  ー「  ン  例  

身体に小さなキスが頻繁にみられる。  

太腿の内側や上腕部の内側、背中等にキスやみみずばれがみられる。  

回復状態が様々な段階のキス、あざ等がある。  

頭、顔、頭皮等にキスがある。  

背部や手のひら、背中等に火傷や火傷跡がある。  

急におぴえたり、恐ろしがったりする。  

「怖いから家にいたくない」等の訴えがある。  

キスやあざの喜克明のつじつまが合わない。  

主治医や保健、福祉の担当者に話すことや援助を受けることに躊躇する。  

主治医や保健、福祉の担当者に話す内容が変化し、つじつまがあわない。   

《心理的虐待のサイン》  

かきむしり、噛み付き、ゆすり等がみられる。  

不規則な睡眠（悪夢、眠ることへの恐怖、過度の睡眠等）を訴える。  

身体を萎縮させる。  

おびえる、わめく、泣く、叫ぶなどの症状がみられる。  

食欲の変化が激し＜、摂食障害（過食、拒食）がみられる。  

自傷行為がみられる。  

無力感、あきらめ、投げやりな様子になる。  

体重が不自然に増えたり、減ったりする。   

《性的虐待のサイン》  

不自然な歩行や座位を保つことが困難になる。  

肛門や性器からの出血やキスがみられる。  

生殖器の痛み、かゆみを訴える。 

急に怯えたり、恐ろしがったりする。  

ひと目を避けるようになり、多くの時間を一人で過こすことが増える。  

主治医や保健、福祉の担当者に話すことや援助を受けることに躊躇する。  

睡眠障害がある。  

通常の生活行動に不自然な変化がみられる。   

《経済的虐待のサイン》  

年金や財産収入等があることは明白なのにもかかわらず、お金がないと訴える。  

自由に使えるお金がないと訴える。  

経済的に因っていないのに、利用負担のあるサービスを利用したがらない。  

お金があるのにサービスの利用料や生活費の支払いができない。  

資産の保有状況と衣食住等生活状況との落差が激しくなる。  

預貯金が知らないうらに引き出された、通帳がとられたと訴える。   
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《ネグレクト（介護等日常生活上の世話の放棄、拒否、怠慢）のサイン（自己放任も含む）》  

居住部屋、住居が極めて非衛生的になっている、また異臭を放っている。  

部屋に衣類やおむつ等が散乱している。  

寝具や衣服が汚れたままの場合が多＜なる。  

汚れたままの下着を身につけるようになる。  

かなりのじょ＜そう（裾創）ができてきている。  

身体からかなりの異臭がするようになってきている。  

適度な食事を準備されていない。  

不自然に空腹を訴える場面が増えてきている。  

栄養失調の状態にある。  

疾患の症状が明白にもかかわらず、医師の診断を受けていない。   

《セルフネグレクト（自己放任）のサイン》  

昼間でも雨戸が閉まっている。  

電気、ガス、水道が止められていたり、新聞、テレビの受信料、家賃等の支払いを滞納し  

ている。  

配食サービス等の食事がとられていない。  

薬や届けた物が放置されている。  

ものことや自分の周囲に関して、極度に無関心になる。  

何を聞いても「いいよ、いいよ」と言って遠慮をし、あきらめの態度がみられる。  

室内や住居の外にゴミがあふれていたり、異臭がしたり、虫が湧いている状態である。   

《養護者の態度にみられるサイン》  

高齢者に対して冷淡な態度や無関心さがみられる。  

高齢者の世話や介護に対する拒否的な発言がしばしばみられる。  

他人の助言を聞き入れず、不適切な介護方法へのこだわりがみられる。  

高齢者の健康や疾患に関心がなく、医師への受診や入院の勧めを拒否する。  

高齢者に対して過度に乱暴なロのきき方をする。  

経済的に余裕があるように見えるのに、高齢者に対してお金をかけようとしない。  

保健、福祉の担当者と会うのを嫌うようになる。   

《地域からのサイン》  

自宅から高齢者や介護者・家族の怒鳴り声や悲鳴・うめき声、物が投げられる善が聞こえ  

る。  

庭や家屋の手入れがされていない、または放置の様相（章が生い茂る、壁のペンキがはげ  

ている、ゴミが捨てられている）を示している。  

郵便受けや玄関先等が、1週間前の手紙や新聞で一杯になっていたり、電気メーターがま  
わっていない。  

気候や天気が悪くても、高齢者が長時間外にいる姿がしばしばみられる。  

家族と同居している高齢者が、コンビニやスーパー等で、一人分のお弁当等を頻繁に買っ  

ている。  

近所づきあいがな＜、訪問しても高齢者に会えない、または嫌がられる。  

高齢者が道路に座り込んでいたり、俳個している姿がみられる。   

（参考）「東京都高齢者虐待対応マニュアル」（東京都）より  

31   



4．2 相談・通報・届出への対応   

1）相談・通報等受理後の対応  

ア．情報の集約・管理のしくみの整備  

高齢者虐待への対応では、統一的な運用ルールを定め、相談・通報等の情報から  

個別ケース対応までを記録する帳票類を整備し、運用の管理を行うことが必要です。  

また、これらの情報を集約し、対応する仕組み自体の見直しを行うことも必要とな  

ります。   

情報の集約・共有化によって、高齢者虐待に対する統一的な観点・基準での判断  

が可能になるとともに、ケース対応に関わる機関同士が情報を共有化することで、  

より有効な連携につなげることが可能になります。   

イ．受付記録の作成  

高齢者虐待に関する相談や通報等を受けた職員は、相談受付票に記入し、これに  

基づいて虐待の状況や高齢者・養護者等の状況、通報者の情報など可能な限り詳細  

な情報を記録しておきます。   

なお、通報時に通報者が焦って連絡している場合には、通報者に安心感を与えて  

落ち着かせることが重要です。その上で、必要な事項をできるだけ詳細に聞き取  

るようにします。また、相談者が虐待という言葉を使わない場合でも、相談を受  

けた職員は、高齢者の状態など相談の内容から虐待が推測される場合には、その  

後の対応を念頭に置いて相談を進める構えが必要です。   

通報者は、名前を言うことを嫌がることがありますので、匿名による通報であ  

っても、きちんと通報内容を聴く必要があります。   

受付記録の記入後に担当部署責任者の確認を受け、受付台帳に編綴しておきます。   

なお、相談受付票は、地域包括支援センターで利用する様式（「地域包括支援セ  

ンター業務マニュアル」第1章第2節2．1《チームアプローチを実行するため  

の方法》の項目参照）を活用することも考えられます。  

以下は、相談・通報等の受理時に最低限確認すべき情報の例です。  

○虐待の状況   

・虐待の具体的な状況   

・緊急性の有無とその判断理由   

○高齢者本人、虐待者と家族の状況   

・高齢者本人の氏名、居所、連絡先   

・高齢者本人の心身の状況、意思表示能力、要介護状態   

・虐待者と高齢者の関係、心身の状況、他の家族等の状況   

・家族関係  

32   



○介護サービス等の利用状況や関係者の有無  

・介護サービス等の利用の有無  

・家族に関わりのある関係者の有無  

○通報者の情報（援助方針の連絡や継続的な見守り支援を依頼するため）  

・氏名、連絡先、高齢者・養護者との関係等   

また、高齢者虐待に関する相談や通報等の窓口が複数ある場合には、共通の受付  

票等の記録様式を整備し、記録方法の統一や情報を集約させるためのルールを整理  

しておきます。  

ウ．緊急性の判断  

高齢者虐待に関する通報等では、緊急な対応が求められる事態も考えられます。  

そのため、受付記録をもとに担当部局管理職や相談受理者、地域包括支援センター  

等のコアメンバーによる緊急性の判断を行うとともに、高齢者や養護者・家族等の  

状況確認の方法、関係機関への連絡や情報提供依頼などの業務に関する対応方針や  

職員の役割分担を行います。  

○緊急性の判断のタイミング   

受付記録の作成後（場合によっては形式的な受付記録の作成に先立ち）、個々の  

事例について、相談受理者が担当部局の管理職（又はそれに準ずる者）等に相談の  

上、直ちに判断を行います。  

※ 相談受理者が地域包括支援センター職員である場合には、地域包括支援セン   

ターにおいて緊急性の判断を行うとともに、市町村の担当部局に速やかに連絡す   

ることが必要です。  

○緊急性の判断の際に検討すべき事項   

認知症に起因する被害妄想による通報などもあり得ることから、緊急性の判断に  

当たっては、以下の点をよく検討すべきです。  

・過去の通報や支援内容などに関する情報の確認  

・虐待の確認と判断‥・相談・通報・届出内容から虐待が明確に判断できない場  

合には、高齢者の安全を確認するための調査を行います。  

・緊急性の判断… ‥虐待の状況や高齢者の生命や身体への危険性などから、  

医療的措置や緊急の措置の必要性について判断します。  

・今後の担当者の決定‥原則として複数体制とします。また、身体的虐待や介護  

や世話の放棄・放任が疑われる場合には、医療職（医師、  

看護師、保健師等の資格を有する職員をいいます。以下  

同じ。）を加えることが有効です。  

・関係する機関の確認、調査依頼、役割分担の方針  

・事実確認方法（確認項目と確認先機関等）の検討  
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緊急性が高いと判断できる状況  

1．生命が危うミまれるような状況が確認される、もしくは予測される  

・骨折、頭蓋内出血、重症のやけどなどの深刻な身体的外傷  

・極端な栄養不良、脱水症状  

・「うめき声が聞こえる」などの深刻な状況が予測される情報  

・器物（刃物、食器など）を使った暴力の実施もしくは脅しがあり、エスカレートす  

ると生命の危険性が予測される   

2．本人や家族の人格や精神状況に歪みを生じさせている、もしくはそのおそれがある  

・虐待を理由として、本人の人格や精神状況に著しい歪みが生じている  

・家族の間で虐待の連鎖が起こり始めている   

3．虐待が恒常化しており、改善の見込みが立たない  

・虐待が恒常的に行われているが、虐待者の自覚や改善意欲がみられない  

・虐待者の人格や生活感度の偏りや社会不適応行動が強く、介入そのものが困難であ  

ったり改善が望めそうにない   

4．高齢者本人が保護を求めている  

・高齢者本人が明確に保護を求めている  

（参考）「東京都高齢者虐待対応マニュアル」（東京都）  

○緊急性の判断後の対応   

◆緊急性があると判断したとき  

・高齢者の生命や身体に重大な危険が生じるおそれがあると判断した場合、早急に  

介入する必要があることから、可能な手段から適切なものを選択して介入します。  

・具体的には、老人福祉法の規定による高齢者を一時的に保護するための緊急ショ  

ートステイの措置、同じく老人福祉法の規定による特別養護老人ホームへの入所  

措置、入院などが考えられます。（61ページ 家族分離の手段の例参照）  

・措置が必要と判断した場合、高齢者への訪問、措置の段取り、関係機関からの情  

報収集、他機関との調整など役割を分担し、即時対応します。  

・いずれにしても高齢者の安全の確認、保護を優先します。養護者等から事情を聴   

取し、措置入所や入院等の措置に関して説明を行います。  

◆緊急性はないと判断したとき  

・緊急性がないと判断できる場合や情報が不足する場合には、その後の調査方針と  

担当者を決定します。その際、調査項目と情報収集する対象機関を明らかにして  

職員間で分担します。  

◆共通  

・決定した内容は会議録に記録し、速やかに責任者の確認を受け保存します。  
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○時間外の対応  

・高齢者虐待に関する通醸等は平日の日中のみに寄せられるとは限らないため、休   

日・夜間でも迅速かつ適切に対応できる体制（時間外窓口、職員連絡網、夜間対   

応マニュアル等）を整備します。現実的に対応可能であり、結果的に高齢者への   

対応が適切に行える体制とする必要があり、様々な組織との連携の可否等も含め   

て体制整備を検討することが必要です。  

・通報等を受理した後の対応は、事例の緊急度等に応じて行う体制の整備も考えら   

れます。  

・緊急対応を要する場合には、当面の対応方針と担当職員（複数体制）を決定して   

初期対応を行います。その後、速やかに改めて積極的介入の必要性の判断を行い、   

時間外対応の状況報告と評価を行い、今後の方針を決定します。  

○通報者への報告  

・通報者には、守秘義務の許す範囲で対応方針について報告することが望ましいと   

考えられます。しかし、通報等に係る個人情報の保護や守秘義務について十分な   

理解と協力が得られないおそれがある場合には、通報者への報告は慎重にする必   

要があります。  

・通報者が、高齢者や養護者・家族等に継続して関わる可能性がある場合には、関   

わり方などについての要望やアドバイスを伝えます。  
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地域包括支援センターの相談受付票  

利用者基本情報（表面） 
作成担当者：  

画  

く〈基本情報〉〉  

年  月  日  
相 談 日  来 所・電 話  初 回  

（ ）  その他（  ）  再来（前 ／ ）   

本人の状況  在宅・入院又は入所中（  ）   

フリカ●ナ  

本人氏名  
男・女  M・丁・S  年  月  日生（  ）歳   

住所  
Tel： （ ）  

fax： （ ）   

日常生活  

自立度   

認定情報   
非該当・要支1・要支2・要介1・要介2・要介3・要介4・要介5  

有効期限： 年  月  日～   年  月  日 （前回の介護度 ）   

障害等認定身障（）、療育（）、精神（）、難病（）、・‥ （）   

自宅・借家・一戸建て・集合住宅・自室の有無（）階、住宅改修の有無   

経済環境 国民年金・厚生年金・障害年金・生活保護・・・   

来所者  家族構成  ◎＝本人、○＝女性、ロ＝男性   

（相談者）  ●⊥■＝死⊂、☆＝キーパーソン  

住所   
続柄 

圭介譲吉に「主」  

連絡先  家  
副介護者に「副」  

氏名  続柄   住所・連絡先  族  （同居家族は○で囲む）  

構  

緊急連絡先   
成  

家族関係等の状況  

くく相談内容と対応〉〉  

相談経路  00からの紹介   

相談内容  

他機関での相談状況 

緊急・通常・継続（ 回目）・情報提供のみ・終了  

支援計画  

（概要）  

つなぎ先：  担当者：  

対  応            相談継続                     内容：  

日時：   年  月  日（）  時／TEL・FAX・Mail  

相談継続  次回予約巳：あり  月  日（）   時／・なし  担当：  

モニタリン  不要  

ク   必要 → 年 月  白頃：確認先［福祉保健センター］1～2ケ月後   
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利用者基本情報（裏面）  廼］  

くく介護予防に関する事項〉〉   

今までの生活  

1日の生活・すごし方  趣味・楽しみ・特技 

現在の生活状況  
（どんな暮らしを  

送っているか）  時間   本人   介護者・家族  

友人・地域との関係  

くく現病歴・既往歴と経過〉〉（新しいものから書く・現在の状況に関連するものは必ず書く）  

年月日   病名  
医療機関・医師名  

（主治医・意見作成者に☆）  
経過  治療中の場合は内容   

Tel   治療中  

年  月  日  経観中  

その他  

Tel   治療中  

年  月  日  経観中  

その他  

Tel   治療中  

年  月  日  経観中  

その他  

Tel   治療中  

年  月  日  経観中  

その他  

くく現在利用しているサービス〉〉  

公的サービス   非公的サービス  

地域包括支援センターが行う事業の実施に当たり、利用者の状況を把握する必要があるときは、要介護  
認定・要支援認定に係る調査内容、介護認定審査会による判定結果・意見、及び主治医意見書と同様に、  
利用者基本情幸臥 支援・対応経過シート、アセスメン▲トシート等の個人に関する記録を、居宅介護支援事  
業者、居宅サービス事業者、介護保険施設、主治医その他本事業の実施に必要な範囲で関係するものに提  
示することに同意します  

平成  年  月  日  氏名  印  
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支援・対応経過シート  廼］  
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2）個人情報の保護  

相談や通報、届出によって知り得た情報や通報者に関する情報は、個人のプライバ  

シーに関わる極めて繊細な性質のものです。   

個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」といいます。）では、本人  

の同意を得ずに特定の利用目的以外に個人情報を取り扱ってはならないこと（第16  

粂、利用目的の制限）、本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供してはならない  

こと（第23条、第三者提供の制限）が義務づけられています。   

高齢者虐待事例への対応では、当該高齢者や養護者等に関する情報は第三者提供の  

制限の例外として扱われる場合もありますが、市町村で定める個人情報保護条例の運  

用規定と調整を図り、特に相談窓口が複数になる場合には、相談記録等の取扱いルー  

ルを定めることが必要です。  

ア．市町村職員の守秘義務  

高齢者虐待防止法では、通報又は届出を受けた場合、当該通報又は届出を受けた   

市町村等の職員は、職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定   

させるものを漏らしてはならないとあり、通報者や届出者を特定する情報について   

守秘義務が課されています（第8条）。  

また、事務を委託された機関の役員・職員に対しても、正当な理由なしに、委託   

を受けた事務に廃して知り得た秘密を漏らしてはならない、通報又は届出を受けた   

場合には、職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるも   

のを漏らしてはならないとされています（第17条）。  

イ．関係機関・関係者の守秘義務（特に、個別ケース会議等における対応）  

具体的な支援を検討する個別ケース会議等（57ページ参照）では、虐待を受け   

ているおそれがある高齢者や養護者・家族の情報を支援者間で共有する必要があり   

ますが、このときも個人情報を保護するための対応が必要となります。  

一方、個人情報の保護に関する法律においては、個人情報の第三者への提供を   

本人の同意なしに行うことを制限する例外として、「本人の生命、身体又は財産の保   

護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」を挙げ   

ています。高齢者虐待の事例については、例外規定に該当する場合もあると考えられま   

す。  

大阪府羽曳野市では、地域ケア会議における個人情報の取扱いについて、羽曳野   
市個人情報保護審議会に諮り、答申を踏まえて「地域ケア会議における個人情報の   

取扱い基準」を制定し、その中で、高齢者虐待のケースについての個人情報取扱い   

方法を定めています。このように、関係者間で明確にルール化しておくことが有効   

と考えられます。  
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■個人情報の保護に関する法律  

利用目的による制限（第16条）、第三者提供の制限（第23条）の例外規定  

一 法令に基づく場合  

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得   

ることが困難であるとき。  

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、   

本人の同意を得ることが困難であるとき。  

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行   

することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当   

該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。  

※包括的な同意について   

ケアマネジャーや介護サービス事業所等が、利用者や家族に関する情報を得る  

際には、利用目的の明示を行い、事前同意を得ることが原則となっています。   

今後、地域包括支援センターを中心として実施される地域支援事業等において  

は、高齢者虐待防止についてのネットワークを含め、事業者等との個人情報のや  

りとりを含む連携が必要となっています。   

このため、今後は事前に提示する内容に、「地域包括支援センター等との連携  

により、心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うこと」のよ  

うな表現を加え、包括的同意を得ていくことも考えられます。  

（参考）：「東京都高齢者虐待対応マニュアル」（東京都）  
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個人情報の取扱いに関するルール化の例（羽曳野市）  

羽曳野市地域ケア会議における個人情報の取扱い基準  

制定平成16年12月22 日  

（目的）  

第1条 この基準は、羽曳野市地域ケア会議設置要綱（以下「設置要綱」という。）に定める   

羽曳野市地域ケア会議（以下「地域ケア会議」という。）における、個人情報の適正な取扱   

いに関し必要な事項を定め、もって基本的人権の擁護に資することを目的とする。  

（適用範囲）  

第2条 この基準の適用を受ける者は、地域ケア会議に携わる者とする。  

2 この基準において地域ケア会議に携わる者とは、設置要綱第4条第1項各号に掲げる構   

成機関（以下「構成機関」という。）の責任者、実務者及び緊急ケース会議の担当者並びに   

同条第2項に定める保健、福祉、医療等の関係者をいう。  

（一般的制限）  

第3条 地域ケア会議における個人情報の取扱いは、設置要綱に定める活動に必要な範囲内   

で行わなければならない。  

（収集の例外）  

第4条 設置要綱第2条に規定する緊急ケース会議（以下「緊急ケース会議」という。）にお   

いては、次の各号に掲げる者の個人情報について、当該各号に定める要件を満たした場合   

に限り、本人の同意なしに本人以外の者から収集することができるものとする。  

（1）要援護高齢者要援護高齢者が、虐待を受けているおそれがある場合、何らかの支  

援がないと生命に関わる危険な状態になるおそれのある場合、又は、現に心身の健康  

にとって重大な悪影響が現れている場合であると市長が認めた場合で、次のいずれか  

の要件を満たすとき  

ア 要援護高齢者の精神的、又は身体的状況により、当該要援護高齢者の意思が確認  

できないとき  

イ 要援護高齢者が、生活支援その他のサービスの利用を拒否しているとき  

ウ 要援護高齢者を虐待しているおそれが高い者（以下「虐待者」という。）との関係  

で、要援護高齢者と接触することが困難なとき  

（2）虐待者虐待の問題を解決するために、虐待者の生活、健康等の状況を把握するこ  

とが必要不可欠な場合で、次のいずれかの要件を満たすとき  

ア 虐待者が、収集を拒否したとき  

イ 虐待者から直接収集する行為が、要援護高齢者の安全を損なうおそれがあると認  

められるとき  
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（目的外利用及び外部提供の例外）  

第5条 緊急ケース会議において、構成機関の職員等は、次の各号に掲げる者の個人情報に   

ついて、当該各号に定める要件を満たし、かつ、緊急ケース会議参加者間の当該情報の共   

有が、本人の支援にとって不可欠であると認められる場合に限り、本人の同意なしに収集   

目的外に利用し、又は、緊急ケース会議参加者に提供することができる。  

（1）要援護高齢者要援護高齢者が、虐待を受けているおそれがある場合、何らかの支  

援がないと生命に関わる危険な状態になるおそれのある場合、又は、現に心身の健康  

にとって重大な悪影響が現れている場合であると市長が認めた場合で、次のいずれか  

の要件を満たすとき  

ア 要援護高齢者の精神的、又は身体的状況により、当該要援護高齢者の意思が確認  

できないとき  

イ 要援護高齢者が、生活支援その他のサービスの利用を拒否しているとき  

ウ 虐待者との関係で、要援護高齢者と接触することが困難なとき  

（2）虐待者虐待の問題を解決するために、虐待者の生活、健康等の状況を把握するこ  

とが必要不可欠な場合で、次のいずれかの要件を満たすとき  

ア 虐待者が、同意を拒否したとき  

イ 虐待者に対し、同意を求める行為が、要援護高齢者の安全を損なうおそれがある  

と認められるとき  

（公務員以外の緊急ケース会議出席者の責務）  

第6粂 公務員以外の者であって緊急ケース会議に携わるものは、緊急ケース会議の協議に   

際し、個人情報の保護に関する羽曳野市の施策に協力する旨の宣誓書（別記様式）を市長   

に提出しなければならない。ただし、当該出席者に法令等により守秘義務が課されている   

場合は、この限りでない。  

（個人情報の取扱い方法）  

第7条 地域ケア会議に提供された、各構成機関の保有する個人情報は、次の各号に掲げる   

使用の区分に応じ、当該各号に定める方法により取扱うものとする。  

（1）実務者会議において、要援護高齢者の介護予防若しくは生活支援の総合調整を行い、  

又は、支援方法を検討する場合明らかに個人が識別できうる情報等を隠し、使用す  

るものとする。また、会議終了後にあっては、事務局が、提供された資料を回収する  

ものとする。  

（2）緊急ケース会議において、要援護高齢者の支援方法等を検討する場合会議終了後  

にあっては、事務局が、提供された資料を回収する。  

2 事務局は、地域ケア会議に提供された資料で保存するもの以外の個人情報の記録につい   

ては、速やかにシュレッダーにかけ廃棄処分するものとする。また、保存する資料について   

は、責任を持って漏洩等のないよう適切に管理しなければならない。  
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（別記様式）   

宣 誓 書  

私は、羽曳野市地域ケア会議における個人情報の取扱い基準を遵守し、個人情   

報の保護に関する羽曳野市の施策に協力するとともに、緊急ケース会議において   

知り得た個人の情報について、他に漏らさないことを固く誓います。  

年  月  日  

所属機関又は団体  

住  所   

氏  
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